
通所リハビリテーション利用料金 

 

令和 7 年 4 月１日改正 

（１）通所リハビリテーション費：６時間以上７時間未満 

介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度及び負担割合証によって、通所リハビリ

テーション費や加算料金が異なります。（２割負担の方は２倍、３割負担の方は３倍の料金と

なります。） 

 

 

（２）加算料金（２割負担の方は２倍、３割負担の方は３倍の料金となります。） 

項 目 
利用者負担金額 

概  要 
1 割負担 

入浴介助加算 
Ⅰ ４０円／日 入浴サービスを利用された場合に加算されます。 

Ⅱ ６０円／日 
身体状況、浴室環境などを踏まえ入浴計画を策定。計

画に基づき介助を行った場合に加算されます。 

リハビリテーション提

供体制加算 
２４円／日 

リハビリテーション専門職が、人員に関する基準より

も手厚い体制の場合に加算されます。 

リハビリテーシ

ョンマネジメン

ト加算 

イ 

５６０円／月：開始日から６月以内 

２４０円／月：開始日から６月超 

利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価。新規利

用者は１月以内に居宅を訪問し、計画を策定し利用者又はその家族にリハビリ

テーション計画の説明を行うなど、所定の基準を満たした場合に加算されま

す。 

ロ 

５９３円／月：開始日から６月以内 

２７３円／月：開始日から６月超 

上記（イ）に加え厚生労働省にリハビリに関するデータの提出とフィードバッ

クを受けた場合に加算されます。 

ハ 

７９３円／月：開始日から６月以内（１割負担）（新規） 

４７３円／月：開始日 

から６月超（１割負担）（新規） 

※医師が利用者またはその家族に説明した場合 上記に加えて 270 円／月 

上記(ロ)に加え管理栄養士を１名以上配置していること。利用者ごとに、多職

種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行っていること。 ・

利用者ごとに、言語聴覚士、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の

職種の者と共同して口腔の健康状態を評価し、当該利 用者の口腔の健康状態

に係る解決すべき課題の把握を行っていること。 ・利用者ごとに、関係職種

が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態

に関する情報及び利用者の栄 養状態に関する情報を相互に共有すること。 ・

共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、

当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供していること。 

 

 

介護度 
利用者負担金額 

1 割負担の場合 

要介護１ ７１５円／日 

要介護２ ８５０円／日 

要介護３ ９８１円／日 

要介護４ １,１３７円／日 

要介護５ １,２９０円／日 



短期集中個別リハビリ

テーション実施加算 
１１０円／日 

退院日又は認定日から３月以内に、個別にリハビリを

実施した場合に加算されます。 

認知症短期集中リハビ

リテーション加算（Ⅰ） 
２４０円／日 

１週間に２日を限度として個別にリハビリを実施し、

リハビリテーションマネジメント加算（A）又は（B）

を算定していることを条件に加算されます。 

認知症短期集中リハビ

リテーション加算（Ⅱ） 
１,９２０円／月 

１月に４回以上リハビリを実施し、リハビリテーショ

ンマネジメント加算（A）を算定していることを条件

に加算されます。 

生活行為向上リハビリ

テーション実施加算 

１,２５０円／月：開始日から６月以内 

利用者の生活行為の内容の充実を図るための目標を踏まえ、所定の基準を満た

してリハビリテーションを実施した場合に加算されます。 

若年性認知症利用者受入

加算 
６０円／日 

若年性認知症利用者の受け入れについて加算されま

す。 

栄養改善加算 ２００円／回 
管理栄養士を中心に低栄養状態の改善を目的に個別

に栄養相談等の栄養管理を実施し必要に応じ居宅の

訪問を行う場合に加算されます。（１月 2 回を限度） 

栄養アセスメント加算 ５０円／月 

管理栄養士を配置し、多職種が共同してアセスメント

を実施し利用者または家族に対して説明。又、利用者

ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省へ提出。栄養管

理に当該情報を活用した場合に加算されます。 

口腔機能向上

加算 

Ⅰ １５０円／回 
口腔清掃の指導、摂食・嚥下機能に関する訓練の実施

した場合に加算されます。（１月 2 回を限度） 

Ⅱ 

イ １５５円／回 

口腔機能改善管理指導計画書等の情報を厚生労働省

へ提出し情報を有効かつ適切に活用し訓練を実施し

た場合に加算。（月に 2 回を限度） 

リハビリテーションマネジメント加算（ハ）算定して

いる場合(Ⅱ)イ算定可能。算定していない場合(Ⅱ)ロ

算定可能。 
ロ １６０円／回 

重度療養管理加算 １００円／日 
要介護度４又は５であって、手厚い医療が必要な状態

の場合に加算されます。 

口腔・栄養スクリ

ーニング加算 

Ⅰ ２０円／回 
利用開始時及び 6 か月ごとに口腔健康状態及び栄養

状態について確認を行い介護支援専門員へ情報提供

した場合に算定されます。 

Ⅱ ５円／回 
栄養士等が栄養スクリーニングを行い、介護支援専門

員に栄養状態に係る情報を文書で提供した場合に加

算されます。 

中重度ケア体制加算 ２０円／日 

月４回以上ご利用で、利用者ごとのリハビリテーショ

ン実施計画の進捗状況を定期的に評価。新規利用者は

１月以内に居宅を訪問し、計画を策定した場合に加算

されます。 

送迎を行わない場合 －４７円／日 
送迎を行わない場合、片道につき４７円減額されま

す。 

移行支援加算 １２円／日 
通所リハビリを終了した者が、一定程度通所介護に行

き、状況確認しリハビリテーション計画書を提供した

場合に加算されます。 

サービス提供体制強化加

算（Ⅰ） 
２２円／日 

介護職員のうち、７０％以上が介護福祉士の場合に加

算されます。 

科学的介護推進体制加算 ４０円／月 
利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症

の状況その他利用者の心身の状況に係る基本的な情

報を厚生労働省へ提出している場合 

退院時共同指導加算 ６００円／回 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、通



所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、

作業 療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファ

レンスに参加し、退院時共同指導を行った後に、当該

者に対する 初回の通所リハビリテーションを行った

場合に、当該退院につき１回に限り、所定単位数を加

算する。 

介護職員等処遇改善加

算Ⅰ 
｛（介護サービス費と加算料金の合計額）×８６÷１,０００｝円／月 

（３）食費（昼食） 70０円／回 

（４）紙おむつ、尿取りパッド等の代金  実費 

（５）送迎代（通常の事業の実施区域外の送迎） ５０円／ｋｍ 

 

介護予防通所リハビリテーション利用料金 

令和 7 年 4 月１日改正 

 

（１）介護予防通所リハビリテーション費 

介護保険制度では、要支援認定による要支援の程度及び負担割合証によって介護予防通所リ

ハビリテーション費や加算料金が異なります。（２割負担の方は２倍、３割負担の方は３倍の

料金となります。） 

 

介護度 
利用者負担金額 

１割負担の場合 

要支援１ ２,２６８円／月 

要支援２ ４,２２８円／月 

 

（２）加算料金（２割負担の方は２倍、３割負担の方は３倍の料金となります。） 

項 目 
利用者負担金額 

概  要 
１割負担の場合 

栄養改善加算 ２００円／月 

管理栄養士を中心に、利用者の低栄養状態の改善等を

目的として、栄養食事相談等の栄養管理を実施し必要

に応じ居宅の訪問を行う場合に加算されます。（１月

2 回を限度） 

栄養アセスメント加算 ５０円／回 

管理栄養士を配置し、多職種が共同してアセスメント

を実施し利用者または家族に対して説明。又、利用者

ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省へ提出。栄養管

理に当該情報を活用した場合に加算されます。 

口腔機能向上加算 

Ⅰ １５０円／月 
口腔清掃の指導、摂食・嚥下機能に関する訓練の実施

した場合に加算されます。 

Ⅱ １６０円／月 

口腔清掃の指導、摂食・嚥下機能に関し口腔機能改善

管理指導計画書等の情報を厚生労働省へ提出しサー

ビス実施にあたって情報を有効かつ適切に活用し訓

練を実施した場合に加算されます。（月に 2 回を限度） 

一体的サービス提供加算 ４８０円／月 
運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス

を実施した場合に組み合わせにより加算。 

口腔・栄養スクリー Ⅰ ２０円／回 
利用開始時及び 6 か月ごとに口腔健康状態及び栄養

状態について確認を行い介護支援専門員へ情報提供



ニング加算 した場合に算定されます。 

Ⅱ ５円／回 
管理栄養士等が栄養スクリーニングを行い、介護支援

専門員に栄養状態に係る情報を文書で提供した場合

に加算されます。 

生活行為向上リハビリテ

ーション実施加算(新設) 

５６２円／月：開始日から６月以内（１割負担） 

利用者の生活行為の内容の充実を図るための目標を踏まえ、所定の基準を満

たしてリハビリテーションを実施した場合に加算されます。 

介護予防サー

ビスにおける

リハビリテー

ションの質の

向上に向けた

評価 

 

要支援１ 

 

 

減算なし 

（算定要件を満た

した場合） 

 

 

 

 

 

利用を開始した日の属する日から起算して１２月を

超えた期間に利用した場合に減算について拡大を行

う。ただし、定期的なリハビリテーション会議による

計画の見直しを行い、LIFE へリハビリテーションの

データを提出しフィードバックを受けて PDCA サイ

クルを推進する場合は減算を行わないこととする。 

－１２０円 

（算定要件を満た

さない場合 

要支援２ 

減算なし 

（算定要件を満た

した場合） 

 

－２４０円 

（算定要件を満た

さない場合） 

 

退院時共同指導加算 ６００円／回 

病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、通

所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、

作業 療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファ

レンスに参加し、退院時共同指導を行った後に、当該

者に対する 初回の通所リハビリテーションを行った

場合に、当該退院につき１回に限り、所定単位数を加

算する。 

科学的介護推進体制加算 ４０円／月 
利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症

の状況その他利用者の心身の状況に係る基本的な情

報を厚生労働省へ提出している場合加算されます。 

サービス提供

体制強化加算

（Ⅰ） 

要支援１ ８８円／月 介護職員のうち、介護福祉士が７０％以上の場合に加

算されます。 
要支援２ １７６円／月 

介護職員等処遇改善加算

Ⅰ 
｛（介護サービス費と加算料金の合計額）×８６÷１,０００｝円／月 

（３）食費（昼食） 70０円／回 

（４）紙おむつ、尿取りパッド等の代金  実費 

（５）送迎代（通常の事業の実施区域外の送迎） ５０円／ｋｍ 

 


